
 

 

 関  原  発  第 352 号 

 2 0 1 9 年 1 1 月 1 4 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

          取締役社長   岩 根  茂 樹 

 

 

 

 

平成３１年２月８日付け関原発第５０８号をもちまして申請いたしました大飯

発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変

更）を下記のとおり一部補正いたします。 

 

 

記 

 

 

大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施

設の変更）を別添のとおり一部補正する。

代 表 者 

の 氏 名  



 

 

 

 

 

 

別  添 

 

別紙２（本 文）の一部補正 

添 付 書 類 八の一部補正 

添 付 書 類 十の一部補正 

 



 

 

 

 

 

 

 

別紙２（本文）の一部補正 



- 1 - 

別紙２（本文）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

-9- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 5 行 

～ 

上 7 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対



- 2 - 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 3 行～ 

下 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
   

緊急時対策所は、重大事

故等が発生した場合に･･･ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 
有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 
固定源に対しては、重大

事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の

吸気中の有毒ガス濃度の

評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るよう設計する。可動源

に対しては、緊急時対策所

換気設備の隔離等の対策

により重大事故等に対処

するために必要な指示を

行う要員を防護できる設

計とする。 
有毒ガス防護に係る影



- 3 - 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11- 

～ 

-12- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 1 行～ 

上 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

   

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 
緊急時対策所は、重大事

故等が発生した場合に･･･ 
 

･･･安全施設の安全機能が

損なわれることがない設

計とする。 

そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 

固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 



- 4 - 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

-16- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 9 行～ 

上 10 行 

 

 

 

上 14 行～ 

上 15 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･３号炉及び４号炉中央

制御室以外の場所  に

設置する。 

 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
   

緊急時対策所は、重大事

故等が発生した場合に･･･ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中央制御室及びこ

れに連絡する通路･･･ 

 

･･･３号炉及び４号炉中央

制御室以外の場所として

緊急時対策所建屋内に設

置する。 

 

･･･損なわれることがない

設計とする。 
そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 
有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から有

毒化学物質の性状、貯蔵状

況等を踏まえ、固定源及び

可動源を特定する。また、

固定源の有毒ガス影響を

軽減することを期待する

防液堤等は、現場の設置状

況を踏まえ、評価条件を設

定する。 
固定源に対しては、重大

事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の

吸気中の有毒ガス濃度の

評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るよう設計する。可動源

に対しては、緊急時対策所

換気設備の隔離等の対策

により重大事故等に対処

するために必要な指示を

行う要員を防護できる設

計とする。 
有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に



- 5 - 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 6 行～ 

上 9 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･手順と体制を整備す

る。   
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 
  を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 
 緊急時対策所は、重大事

故等が発生した場合に･･･ 

 

･･･手順と体制を整備す

る。固定源に対しては、運

転員（当直員）、緊急時対

策本部要員及び緊急安全

対策要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るようにする。可動源に

対しては、換気空調設備の

隔離等により、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員が事故対策に必要な

各種の指示・操作を行うこ

とができるようにする。 
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

添付書類八の一部補正



8-1-1 
 

添付書類八を以下のとおり補正する。 
頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

8-1-2 

～ 

8-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1-4 

 

 

 

 

 

下 7 行～ 

上 1 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 5 行～ 

下 1 行 

 

 

 

 
(1) 想定される有毒ガス

の発生においても、薬品タ

ンク、配管等に保管されて

いる有毒ガスを発生させ

るおそれのある有毒化学

物質（以下「固定源」とい

う。）に対しては、運転員

の吸気中の有毒ガス濃度

が、有毒ガス防護のための

判断基準値を下回る設計

とし、発電所構内において

タンクローリ等の輸送容

器に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれ

のある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）に対

しては、中央制御室空調装

置の隔離等により運転員

を防護できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの

発生において、固定源に対

しては、重大事故等に対処

するために必要な指示を

 

(1) 想定される有毒ガス

の発生において、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 
そのために、敷地内外に

おいて貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「固定源」

という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガ

スを発生させるおそれの

ある有毒化学物質（以下

「可動源」という。）それ

ぞれに対して有毒ガスが

発生した場合の影響評価

（以下「有毒ガス防護に係

る影響評価」という。）を

実施する。 
固定源に対しては、運転

員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回るよう設計する。可

動源に対しては、中央制御

室空調装置の隔離等の対

策により運転員を防護で

きる設計とする。 
 

･･･できる設計とする。 
そのために、固定源及び

可動源それぞれに対して

有毒ガス防護に係る影響

評価を実施する。 



8-1-2 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う要員の吸気中の有毒

ガス濃度  が、有毒ガス

防護のための判断基準値

を下回ることにより、ま

た、可動源に対しては、緊

急時対策所換気設備の隔

離等  により当該要員

を防護できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 固定源に対しては、重大

事故等に対処するために

必要な指示を行う要員の

吸気中の有毒ガス濃度の

評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下

回るよう設計する。また、

可動源に対しては、緊急時

対策所換気設備の隔離等

の対策により当該要員を

防護できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-6-1 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 4 行～ 

上 10 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下することのな

いよう、想定される有毒ガ

スの発生において、固定源

に対しては、運転員の呼気

中の有毒ガス濃度が、有毒

ガス防護のための判断基

準値を下回る設計とし、可

動源に対しては中央制御

室空調装置の隔離等によ

り、運転員を防護できる設

計とする。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室は、有毒ガス

が運転員に及ぼす影響に

より、運転員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。 

そのために、「有毒ガス

防護に係る影響評価ガイ

ド（平成 29 年 4 月 5 日 原

規技発第 1704052 号原子

力規制委員会決定）」（以

下「有毒ガス評価ガイド」

という。）を参照し、有毒

ガス防護に係る影響評価

を実施する。 

有毒ガス防護に係る影

響評価に当たっては、有毒

ガスが大気中に多量に放

出されるかの観点から、有

毒化学物質の揮発性等の

性状、貯蔵量、建屋内保管、

換気等の貯蔵状況等を踏

まえ、敷地内及び中央制御

室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並

びに可動源を特定し、特定

した有毒化学物質に対し

て有毒ガス防護のための

判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響

を軽減することを期待す

る防液堤等は、現場の設置

状況を踏まえ、評価条件を

設定する。 

固定源に対しては、貯蔵

容器すべてが損傷し、有毒

化学物質の全量流出によ

って発生した有毒ガスが

大気中に放出される事象



8-6-2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-6-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 5 行～ 

下 3 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 2 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される有毒ガスの

発生を考慮しても、固定源

に対しては、運転員の呼気

中の有毒ガス濃度が、有毒

ガス防護のための判断基

準値を下回り、可動源に対

しては中央制御室空調装

置 の 隔 離 等   に よ

り、･･･ 

 

 

 

(5) 手順に基づき、  中

央制御室空調装置の隔離 

  により、･･･ 

 

を想定し、運転員の吸気中

の有毒ガス濃度の評価結

果が、有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回るよ

う設計する。 

可動源に対しては、

「10.12 通信連絡設備」に

記載する通信連絡設備に

よる連絡、中央制御室空調

装置の隔離、防護具の着用

等により運転員を防護で

きる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス

影響を軽減することを期

待する防液堤等は、必要に

応じて保守管理及び運用

管理を適切に実施する。 

中央制御室及びこれに

連絡する通路･･･ 

 

想定される有毒ガスの

発生を考慮しても、固定源

に対しては、評価条件を防

液堤等の設置状況を踏ま

えて設定し、運転員の吸気

中の有毒ガス濃度の評価

結果が、有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回り、

可動源に対しては中央制

御室空調装置の隔離等の

対策により、･･･ 

 

(5) 手順に基づき、「10.12

通信連絡設備」に記載する

通信連絡設備による連絡、

中央制御室空調装置の隔

離、防護具の着用等によ

り、･･･ 

 



8-10-1 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

 

8-10-1 

 

 

 

 

8-10-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 6 行～ 
上 7 行 

 

 

 

下 6 行～ 
下 1 行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･３号炉及び４号炉中央
制御室以外の場所  に
設置する。 

 

 

･･･できる設計とする。 

想定される有毒ガスの
発生において、固定源に対

しては、重大事故等に対処
するために必要な指示を
行う要員の吸気中の有毒
ガス濃度が、有毒ガス防護
のための判断基準値を下
回ることにより、また、可

動源に対しては、緊急時対
策所換気設備の隔離等に
より、当該要員を防護でき
る設計とする。 

 

 

･･･３号炉及び４号炉中央
制御室以外の場所として
緊急時対策所建屋内に設
置する。 

 

･･･できる設計とする。 

そのために、有毒ガス評
価ガイドを参照し、有毒ガ

ス防護に係る影響評価を
実施する。 

有毒ガス防護に係る影
響評価に当たっては、有毒
ガスが大気中に多量に放
出されるかの観点から、有

毒化学物質の揮発性等の
性状、貯蔵量、建屋内保管、
換気等の貯蔵状況等を踏
まえ、敷地内及び中央制御
室等から半径 10km 以内

にある敷地外の固定源並
びに可動源を特定し，特定
した有毒化学物質に対し
て有毒ガス防護のための
判断基準値を設定する。ま
た、固定源の有毒ガス影響
を軽減することを期待す
る防液堤等は、現場の設置
状況を踏まえ、評価条件を
設定する。 

固定源に対しては、貯蔵
容器すべてが損傷し、有毒

化学物質の全量流出によ
って発生した有毒ガスが
大気中に放出される事象
を想定し、重大事故等に対
処するために必要な指示
を行う要員の吸気中の有
毒ガス濃度の評価結果が、
有毒ガス防護のための判
断基準値を下回るよう設
計する。 

可動源に対しては、



8-10-2 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  「10.12 通信連絡設備」に
記載する通信連絡設備に
よる連絡、緊急時対策所換
気設備の隔離、防護具の着
用等により重大事故等に
対処するために必要な指
示を行う要員を防護でき
る設計とする。 

有毒ガス防護に係る影

響評価において、有毒ガス
影響を軽減することを期
待する防液堤等は、必要に
応じて保守管理及び運用
管理を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

添付書類十の一部補正 



 

10-5-1 
 

添付書類十を以下のとおり補正する。 
頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

10-5-7 

 

 

 

 
下 7 行～ 

下 4 行 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
･･･手順と体制を整備す

る。   
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して  防護具

を配備し、事故対策に必要

な各種の  操作を行う

ことができるよう手順 
  を整備する。 
 
 
 

 
･･･手順と体制を整備す

る。敷地内外において貯蔵

施設に保管されている有

毒ガスを発生させるおそ

れのある有毒化学物質（以

下「固定源」という。）に

対しては、運転員（当直

員）、緊急時対策本部要員

及び緊急安全対策要員の

吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るように

する。敷地内において輸送

手段の輸送容器に保管さ

れている有毒ガスを発生

させるおそれのある有毒

化学物質（以下「可動源」

という。）に対しては、換

気空調設備の隔離等によ

り、運転員（当直員）及び

緊急時対策本部要員が事

故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができ

るようにする。 
予期せぬ有毒ガスの発

生においても、運転員（当

直員）及び緊急時対策本部

要員に対して配備した防

護具を着用することによ

り、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を

整備する。 
 
 
 

 


